
   令和  年  月  日議決・専決      令和 ８年 ４月 １日施行

   令和 ８年 ３月１９日公布         令和  年 月 日適用

   佐用町告示第   号

   令和８年佐用町要綱第１３号

佐用町企画・まちづくり関係補助金等交付要綱の一部を改正する要綱

佐用町企画・まちづくり関係補助金等交付要綱の一部を改正する要綱をここに公布す

る。

令和 ８年 ３月１９日

                   佐用町長  江 見 秀 樹



佐用町要綱第１３号

佐用町企画・まちづくり関係補助金等交付要綱の一部を改正する要綱

佐用町企画・まちづくり関係補助金等交付要綱（平成31年佐用町要綱第23号）の

一部を次のように改正する。

第２条中「別表11」を「別表８」に改める。

別表６を削り、別表７を別表６とし、別表８を別表７とし、別表９を別表８とす

る。

別表10及び別表11を削る。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


